
省

令

改

正

後

改

正

前

（
作
付
け
の
禁
止
）

（
作
付
け
の
禁
止
）

第
三
条

防
除
区
域
に
お
い
て
は
、な
す
科
植
物（
ソ

ラ
ヌ
ム
・
シ
シ
ン
ブ
リ
ー
フ
ォ
リ
ウ
ム
及
び
ソ
ラ

ヌ
ム
・
ペ
ル
ビ
ア
ヌ
ム
並
び
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ

シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
防
除
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
栽
培
さ
れ
る
ト
マ
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
作
付
け

を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
条

防
除
区
域
に
お
い
て
は
、な
す
科
植
物（
ソ

ラ
ヌ
ム
・
シ
シ
ン
ブ
リ
ー
フ
ォ
リ
ウ
ム
及
び
ソ
ラ

ヌ
ム
・
ペ
ル
ビ
ア
ヌ
ム
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
作
付
け
を
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
三
十
一
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ

ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ロ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令（
平
成
二
十
八
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

　



